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Ⅰ．発明と特許 

 

 特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、

もつて産業の発達に寄与すること」と規定されている。  

 すなわち、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定

条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、

第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を

利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、

発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示

する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面 (以下「明細書

等」という。）を介してなされることになる。       解説 Voice１  

 

１．発明の定義 

 発明は、２条１項において、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち

高度のもの」と定義している。               

 

   ■ ■ コ メ ン ト ■ ■  

発明 の定義 の条 件  

・  自然法則を利用したものであること               解説  Voice2  

   自然界において見出される法則性をもつ原理・原則  

・  技術的思想であること                        解説  Voice3 

   保護されるのは具現化された「もの」ではなく、「もの」を作り出した「アイデ  

   ア（思想）」が保護の対象となる。  

・  創作であること                            解説  Voice4 

   以前には存在しなかったものを作り出すことである。発見は保護対象には  

   ならない  

・  高度のものであること  

   実用新案法における『考案』の定義には｢高度」という要件はない。  

注）米国特許法では、「発明とは発明および発見をいう」（100 条）  

と定義し、「自然法則を利用」したもの、という要件はなく、また「発見」も保護対象

とされる。  

 

２．発明のカテゴリー             解説  Vo i ce5 

 発明の「実施」とは、カテゴリー（物の発明、方法の発明、物を生産する方

法の発明）毎に定義されている。（特許法 2 条 3 項）  
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